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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
厚
生
労
働
省
の
委
託
事
業
者
「
笹
川
保
健
財
団
」
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
是
正
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
厚
生
労
働
省
の
委
託
事
業
者
「
笹
川
保
健
財
団
」
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
是
正
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
及
び
５
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
当
事
者
の
雇
用
を
迅
速
に
取
り
戻
す
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
労
働
委
員

会
に
お
け
る
不
当
労
働
行
為
事
件
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
迅
速
に
行
う
必
要
が
あ
る
一
方
で
、
的
確
に
行
う
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
個
別
の
事
案
に
よ
っ
て
は
、
一
定
の
審
査
期
間
を
要
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
労
働
委
員
会
に
お
い
て
は
、
不
当
労

働
行
為
事
件
の
審
査
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
審
査
期
間
の
目
標
の
設
定
や
、
当
事
者
間
の
和
解
に
よ
る
解
決
の
促
進
、
調

査
の
手
続
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
会
議
等
の
活
用
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
当
該
審
査
の
迅
速
化
に

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
救
済
措
置
の
迅
速
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
労
働

組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
十
七
条
の
十
五
は
、
同
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
都
道
府
県
労
働
委
員
会
が
発
し
た
救
済
命
令
等
（
以
下
「
救
済
命
令
等
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
使
用
者
等
に



 

２ 

 

よ
る
再
審
査
の
申
立
て
及
び
救
済
命
令
等
の
い
わ
ゆ
る
公
定
力
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
の

１
及
び
５
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
引
き
続
き
審
査
の
迅
速
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

一
の
３
に
つ
い
て 

 
 

個
別
の
事
案
に
関
す
る
回
答
は
差
し
控
え
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
救
済
命
令
（
労
働
組
合
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
労
働
委
員
会
が
発
す
る
申
立
人
の
請
求
に
係
る
救
済
の
全
部
又
は
一
部
を
認
容
す
る
命
令
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
中
央
労
働
委
員
会
が
、
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
審
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
法

第
二
十
七
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
再
審
査
の
結
果
、
こ
れ
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
す
る
ま
で
は
、
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
な
る
。 

一
の
４
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
救
済
命
令
等
の
効
力
を
巡
り
、
使
用
者
が
命
令
を
忌
避
し
た
い
と
意
図
的
に
時
間
稼
ぎ
を
す
る
こ
と
」
を

「
防
ぐ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

二
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
令
和
三
年
度
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
等
の
運
営
と
啓
発
広
報
一
式
」
に
係
る
契
約
書
の
規
定



 

３ 

 

に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。 

二
の
２
に
つ
い
て 

 
 

個
別
の
事
案
に
関
す
る
回
答
は
差
し
控
え
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
救
済
命
令
の
交
付
を
受
け
た
使
用
者
は
、
労
働
組
合

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
救
済
命
令
が
確
定
に
至
る
前
に
お
い
て
も
救
済
命
令
を
履
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
行
政
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
救
済
命
令
が
確
定
し
な
い
間
は
、
同
法
第
二
十
七
条
の
二
十
の
規

定
に
よ
り
裁
判
所
が
緊
急
命
令
を
発
出
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
使
用
者
は
、
刑
罰
又
は
行
政
罰
に
よ
り
救
済
命
令
の
履
行

を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

個
別
の
事
案
に
関
す
る
回
答
は
差
し
控
え
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
労
働
契
約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
八
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
労
働
契
約
法
第
十
八
条
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
」
及
び
「
救
済
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し

も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
労
働
契
約
法
は
労
働
契
約
に
関
す
る
民
事
的
ル
ー
ル
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、



 

４ 

 

具
体
的
な
事
例
が
同
法
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
司
法
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
個
々

の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
間
で
労
働
関
係
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
紛
争
が
生
じ
た
場
合
は
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解

決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
労
働
局
が
、
紛
争
当
事
者
か
ら
の
求

め
に
応
じ
、
助
言
、
あ
っ
せ
ん
等
の
紛
争
解
決
の
援
助
を
行
っ
て
い
る
。 


